
令和５年度福岡県嘉穂・鞍手保健所運営協議会

「健康危機対処計画（感染症編）について」
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１ 新型コロナウイルス感染症発生状況（振り返り＆現在）
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新規陽性者数

7日移動平均

第8波最多
14,859人
（R5.1.6）

令和5年5月8日
新規陽性者数の推移

緊急事態措置
R2.４.７～５.１４

緊急事態措置
R3.1.14～2.28

緊急事態措置
R3.5.12～6.20

まん延防止等
重点措置

R3.6.21～7.11

緊急事態措置
R3.8.20～9.30

まん延防止等
重点措置

R4.1.27～3.6

福岡コロナ警報
R2.8.5～10.8

福岡コロナ警報
R2.12.12～R3.7.8

福岡コロナ警報・特別警報
R3.7.28～10.14 福岡コロナ警報・特別警報

R4.1.20～5.31

福岡コロナ警報・特別警報
R４.7.6～10.5      

第1波最多
43人

（R2.4.11）

第2波最多
169人

（R2.7.31）

第3波最多
411人

（R3.1.16）

第4波最多
634人

（R3.5.12）

第5波最多
1,253人
（R3.8.18）

第６波最多
5,599人
（R4.2.5）

第7波最多
15,723人
（R4.8.19）
※過去最多

まん延防止等
重点措置

R3.８.2～８.1９

福岡オミクロン警報
R4.12.1～R5.2.13

Ⅰ 本県の新型コロナウイルス感染症発生状況
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Ⅱ 嘉穂・鞍手管内の新型コロナウイルス感染症発生状況
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福岡県の人口に対してどのくらいの人が感染したか
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10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳以上

各年代の感染者数（延べ人数、年代判明者のみ）

各年代の令和4年4月1日現在の福岡県の総人口
割合（％）＝

50%程度 年代が上がるにつれて
感染者の割合は減少

今後も高齢者の感染
に注意

（2023年5月7日まで）

（福岡県保健環境研究所 企画情報管理課作成資料）
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厚生労働省ホームページより第122回（令和５年６月１６日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード事務局提出資料 6

Administrator
楕円



厚生労働省ホームページより第122回（令和５年６月１６日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード事務局提出資料 7
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27週～
7月

＜５類移行後＞
定点報告

36週～
9月

福岡県感染症情報より
（R5.11.1時点）
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新型コロナウイルス感染症
報告数・定点当り報告数（福岡県と嘉穂・鞍手保健所管内）

2023年第40週：10月 2日～10月 8日、 第41週：10月 9日～10月15日、第42週：10月16日～10月22日

福岡県感染症情報より（R5.11.1時点） 9



２ 感染症法等の一部を改正する法律等について
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12※引用： 厚生労働省「令和５年度第１回医療政策研修会」資料
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引用：厚生労働省HP 13



想定する新興感染症：
感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を対象とす
る。

実際に発生・まん延した感染症が事前の想定と大きく異なる事態となった場合は、新型コロナウイルス感染症へ
の対応を参考に、国がその感染症の特定に合わせた対応を判断します。 14



新型コロナウイルス感染症に関する 1 0 月以降の見直し等について
１．見直しの基本的な考え方

1

医療提供体制等
通常医療との両立を更に強化し、重点的・集中的な支援により、冬の感染拡大に
対応しつつ、通常の医療提供体制へ段階的に移行

R5.5/8（５類移行） R6.4/1

新たな体系に向けた取組の実施

診療報酬
介護報酬
同時改定

感染拡大 感染拡大？

○幅広い医療機関による自律的な
通常の対応への移行

・冬の感染拡大に先立ち、対応
医療機関の維持・拡大を促進

（外来の拡大、軽症等の入院患
者の受入）

夏 冬

新たな体系の実施

○通常の対応へ完全移行

・確保病床に依らない形
での体制

・新たな報酬体系
（恒常的な感染症対応へ

の見直し）

検証 検証

取組の見直し・重点化

10/1

○冬の感染拡大に備えた重点的・
集中的な入院体制の確保等

・確保病床の重点化
（重症・中等症Ⅱ、感染拡大の

状況に応じた対応）

・診療報酬特例、高齢者施設等
への支援見直し・継続

○ 本年３月の政府決定時点では、病床確保料等の特例措置については、９月末までを目途とし、感染拡

大への対応や医療提供体制の状況等の検証の結果に基づき、必要な見直しを行うこととしていた。

○ これを踏まえ、10月以降の見直しの基本的な考え方は以下のとおり。

令和５年９月15日

厚生労働省公表
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３ 感染症予防計画について
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● 感染症予防計画について

2

○ 感染症法において、国は「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」
（以下「基本指針」という。）を定めなければならないとされている。

○ 都道府県は、基本指針に即して、「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」
（以下「予防計画」という。）を定めなければならないとされ、基本指針が変更された
場合には、再検討を加え、変更するものとされている。

○ また、感染症法の改正（令和4年12月）により、保健所設置市についても、都道府県
が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならないこととされた。

≪参考≫ 感染症法における基本指針、予防計画の規定
基本指針
・ 厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図る
ための基本的な指針を定めなければならない。（第９条）

予防計画
・ 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の
実施に関する計画を定めなければならない。（第10条第１項）

・ 都道府県は、基本指針が変更された場合には、再検討を加え、
必要があると認めるときは、これを変更するものとする。（第10条第 4 項）

・ 保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する
都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
（第10条第14項）

【国】感染症法

【国】基本指針

【県】予防計画

【市】予防計画
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● 基本指針の改正について

3

○ 今年度、感染症法の改正に伴い、基本指針が改正され、都道府県が予防計画において
定める事項が追加され、県予防計画を改定する必要がある。

※引用： 厚生労働省「第２３回第8次医療計画等に関する検討会」資料
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● 数値目標について

3

【数値目標の項目】
○ 基本指針において、都道府県が定める数値目標は以下のとおり。

※引用： 厚生労働省「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」
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４ 健康危機対処計画（感染症編）について
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次の感染症危機に備えるため、福岡県内９保健所の体制を強化
～R5年5月8日～県型保健所9か所に「感染症対策主幹」を新たに設置

※ 健康危機に対応する人員数が多数必要な場合は当所職員や外部からの応援要請を行う。
→ 健康危機対処計画に所内体制図を記載する。

所長 保健監（保健所長）
感染症対策主幹

保健衛生課長 感染症係

食品衛生係
統括保健師

生活衛生係

体制
＜感染症対策主幹＞

所長、保健監、保健衛生課長
の指揮の下で、必要に応じ統括
保健師と連携しながら平時の備
え、有事の際の業務に従事す
る。

＜統括保健師＞

感染症や災害などによる健康危
機に迅速に対応するため、保健
活動の組織横断的な総合調整
を行う

23



保健所における健康危機対処計画（感染症）策定ガイドライン概要

健康危機にしっかりと対応できる保健所体制を構築するため、新型コロナウイルス感染症対応の実績等を参考に、感染症危機発生時の速やかな有事体制

への移行（外部人材を含めた動員リストの発動等）や業務の効率化（ICT活用、外部委託、一元化）を盛り込んだ健康危機対処計画を策定する。

１．基本的な考え方

２. 健康危機対処計画の策定における留意点

○流行開始から初期の段階で、保健所業務を支援する人員を最大限確保する
とともに、その後の更なる感染拡大に備えて、人員確保と並行して、外部
委託や一元化等の業務効率化を進めていくことが重要。

○対応する感染症については、予防計画と同様、まずは新型コロナウイルス
感染症への対応を念頭に取り組むこととするが、健康危機発生時には想定外
の事態が起こりうることも十分念頭に置く。

(１) 健康危機対処計画とは

○ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づいて策定
○ 地域の特性や実情を踏まえて策定することが重要

（２） 健康危機対処計画の位置づけ

○ 既存の手引書等を見直したものを健康危機対処計画として差し支えない
○ 都道府県等の予防計画や保健所業務のBCPとの整合性
○ 市町村との連携に係る内容についても健康危機対処計画に定める

（３） 健康危機対処計画の記載内容

○ 次の事項を記載することが望ましい。
・業務量・人員数の想定
・人材確保と育成に関する事項
・保健所の組織体制に関する事項
・保健所業務に関する事項
・関係機関との連携に関する事項
・情報管理・リスクコミュニケーションに関する事項

○ 地域特性に応じた配慮や対応を要する事項の有無を検討して記載する。

（４） 実効性の担保と定期的な評価 （レビュー）

○ 健康危機対処計画の内容については、それを基にした実践型訓練等を
通じて不断の見直しを行い、実効性を担保することが重要。

○ 外部の学識者等も活用しながら、年に１回程度評価を行い改訂すること
が重要。

３. 平時における準備

(１) 業務量・人員数の想定

○業務量の想定と業務効率化（ICT化、外部委託、一元化）の検討を行い、
それらを踏まえて必要な人員数を想定するとともに、人材確保・育成につ
いて計画する。
★人員確保数・研修の実施回数は予防計画の数値目標となっている

（２） 組織体制

○ 管理責任者及び指揮命令系統の明確化
○ 保健所業務を支援する人員のリスト（動員リスト）の作成と定期的な
点検・更新

○ 受援体制の整備、職員の安全・健康管理、施設基盤の確保

（３） 業務体制

○ 相談対応 ：ICT活用、外部委託等の検討
○ 医療・検査体制：都道府県、医療機関、地方衛生研究所等と連携し整備
○ 積極的疫学調査：対応職員の育成、人員と物資の確保
○ 健康観察 ：外部委託の検討、関係機関・市町村と連携し体制構築
○ 移送 ：外部委託の検討、消防と連携した体制構築
○ 入院・入所調整：都道府県での一元化の検討

消防・医療機関と連携した体制構築

（４） 関係機関等との連携

○連絡先の明確化、互いの役割と対応能力、タイムリーな情報共有が重要。
○ 協定等による公式な関係に加えて、会議や研修・訓練を通じた「顔の見
える関係」を構築しておく。

○ 連携先として、広域自治体としての都道府県、本庁、他の保健所、地方
衛生研究所等、市町村、医療機関・薬局・訪問看護事業所等、検疫所、
消防機関、福祉施設、学校、保育所などがある。

（５） 情報管理・リスクコミュニケーション

○ ICTを活用した情報管理を行い、医療機関に対して電磁的な方法による
届出について説明・周知しておく。

○ リスクコミュニケーションの手法の検討・計画とトレーニングを行う。
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保健所における健康危機対処計画（感染症）策定ガイドライン概要

16

４. 感染状況に応じた取組、体制

海外や国内で新たな感染症等が発生した時 流行初期（発生の公表から１ヶ月間） 流行初期以降 感染が収まった時期

組織体制

・医療機関や住民からの各種問い合わせに対応できる体制の構築
・感染症有事体制に構成される人員の参集準備
・外部人材や本庁職員受け入れのための執務室や機器確保の準備
・流行を想定した勤務体制の準備
・平時より確保しておいた物資（マスクやPPEなど感染対策物資や
消耗品）の確認と配分に向けた準備

【第一報の報告】
・保健所の所管区域内での発生（又はそのおそれ）について保健所長及び所属
課長へ連絡

・クロノロジーへの記録作業

・都道府県による一元化や外部委託による業務効率化の推進
・長期化への対策として、対応職員の交代・応援人材の積極的投入
・応援者向けのオリエンテーション、マニュアル、FAQ等の更新
・職員の身体的・精神的負荷に対するサポートを強化
・（引き続き）体制の見直しや拡張の実施

・次の感染の波を想定した
マニュアル等の更新

・感染者に関する情報の
整理・再検証

・関係機関同士が抱えていた
課題やノウハウの共有

・職員の休暇取得の促進

【平時から有事への切り替え】
・首長の指示により、速やかに所内の体制を有事体制に切り替え
・感染症有事体制に構成される人員の参集
・都道府県による一元化や外部委託の手続きを順次進めていく

【対策本部設置】
・組織体制、意思決定方法、情報共有方法についての認識の共有と確認

【BCPの発動】
・感染者数又は業務量が増加することが見込まれる場合はBCPを発動

【その他の留意点】
・職員の健康状態の確認及び勤務体制（時差・遠隔）等の変更

業
務
体
制

相談
・相談センター等の設置
・相談対応の負荷軽減のためにFAQを公表

・相談体制の拡充
・外部委託や都道府県による一元化の手続きを順次進めていく

・外部委託や都道府県による一元化による業務効率化の推進
・受託者の業務履行状況の監視
・（引き続き）相談体制の拡充に努める

検査・発熱
外来

・感染疑い例に関する保健所への速やかな報告を医療機関に周知
・感染疑い例の感染症指定医療機関等への受診調整
・地方衛生研究所等と検査やサーベイランスに係る体制について
再確認

・協定締結医療機関等による発熱外来設置の準備状況の把握

・協定締結医療機関等で発熱外来が速やかに開設されるよう支援
・発熱外来への受診が円滑に行われるよう、平時に関係機関と整理した手順
に基づいて対応

・（引き続き）発熱外来への受診が円滑に行われるよう対応

積極的疫学
調査

・積極的疫学調査を実施できる人材の参集に向け準備
・積極的疫学調査専用の電話回線、電話機、PC等の確保手続きを開始

・積極的疫学調査への多数の人員の投入
・クラスター対策について外部専門職等への相談や協力要請を考慮

・感染症の特性、感染状況や方針等を踏まえ、積極的疫学調査の重点化や
終了が示された場合は対応を変更

・ハイリスク施設等においては、外部専門職等への相談や協力要請を行い
クラスター対策を継続

健康観察
・

生活支援

・平時の準備を踏まえて手順及び関係機関との役割分担を再確認
・住民に対し、感染拡大に向けて健康観察等の方法について周知

・（引き続き）住民に対し、感染拡大に向けて健康観察等の方法について周知

・入院の必要性が認められない患者に対して自宅・宿泊療養施設・高齢者
施設等での健康観察を行う方針が示された場合は対応の変更及び体制整
備を実施

・市町村との積極的な連携・情報共有
・協定締結医療機関及び民間事業者への健康観察、オンライン診療、往診、
訪問看護・薬剤管理指導等の委託

移送
・平時の準備を踏まえて手順及び関係機関との役割分担を再確認
・感染疑い例の移送が生じることを想定

・消防機関との連携、都道府県による一元化、民間事業者への委託の手続きを
順次進めていく

・消防機関との連携、都道府県による一元化、民間事業者への委託を活用

入院・入所
調整

・平時の準備を踏まえて手順及び関係機関との役割分担を再確認
・都道府県や協定締結医療機関等と情報共有

・感染拡大に向けて入院病床の確保、宿泊療養施設の開設に必要な情報を都道
府県へ提供

・医療機関等と連携・役割分担の上、迅速に入院調整を実施
・感染症法に基づく入院勧告通知、就業制限や感染症診査協議会の開催、医療
費の公費負担に係る業務の実施

・保健所のみならず都道府県での一元的な入院調整や、医療機関間及び消防と
医療機関間による入院調整の体制を整えていく

・入院の必要性が認められない患者に対して自宅・宿泊療養施設・高齢者
施設等での健康観察を行う方針が示された場合は、患者の症状やリスク
に応じた入院調整を実施

・都道府県での一元的な入院調整や、医療機関間及び消防と医療機関間に
よる入院調整の実施

・（引き続き）感染症法に基づく入院勧告通知、就業制限や感染症診査協
議会の開催、医療費の公費負担に係る業務の実施

関係機関等と
の連携

・本庁や医療機関等との役割分担について再確認
・本庁と連携し、感染症有事体制に構成される人員の参集準備や必要
な物資・資機材の調達等の準備を開始

・地方衛生研究所等と発生状況等について情報共有し検査の初動対応
に向け準備

・初動対応を行った保健所から他の保健所に対して情報共有
・本庁と連携し人的・物的支援の調整を依頼
・地方衛生研究所等へ検査・分析を依頼
・医療機関や訪問看護事業所等と感染症発生動向について情報共有
・厚生労働省より示された診断、治療に係る方針について保健所からも医療
機関や関係団体等に周知

・消防機関や医療機関等と患者の迅速な入院・搬送のために連携

・自宅療養者への往診体制等について、医師会、薬剤師会や訪問看護事業
所等と連携

・平時に整理した市町村等との連携・協力体制に基づき、健康観察や生活
支援業務を実施

・必要に応じて、ワクチン接種に伴う医師会や医療機関等への協力に係る
調整を実施

情報管理
・

リスクコミュ
ニケーション

・本庁と連携し、住民等に向けての情報発信を実施
・電磁的方法による届出について管内の医療機関等に改めて周知

・入手した情報をクロノロジーとして記録し、保健所内および本庁と共有
・リスクコミュニケーションについて双方向の情報共有を意識
・広報担当官による定時の会見を開催
・（引き続き）電磁的方法による届出について管内の医療機関等に周知

・ワクチン接種が可能となった場合、ワクチンについて正しい知識の普及
を進め、住民の理解を促す

・（引き続き）広報担当官による報道対応や記者会見を実施し答弁を記録
保存

・（引き続き）電磁的方法による届出について管内の医療機関等に周知
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